
 

 

  

 
 

 

環境に配慮した施設建設に向けて 
 

組合では、現在、環境に配慮した施設建設に向けて関係機関との協議を行いながら、環境影響

評価業務（配慮書手続）及び地質調査業務を進めています。 

環境影響評価は、環境への負荷をできるだけ小さくして事業を進めるため、京都府条例に基づ

く手続きの準備を進めています。今後、京都府において配慮書の縦覧が予定されていますので、

その内容が分かり次第、組合ホームページ等でお知らせします。 

また、地質調査も準備が整い次第、現地で作業を進めていきますので、ご理解・ご協力の程よ

ろしくお願いします。 

その後も、引き続き環境影響評価業務を進めるとともに、ＤＢＯ方式※１による事業者選定業務

に取り組む予定です。 

なお、当面の可燃ごみ広域処理施設整備のスケジュールは、以下のとおりです。 
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環境影響評価 ※２ 
 

   

地 質 調 査     

事業者選定業務※3     

           注）スケジュールは予定であり、今後の事務の進捗状況によって前後することがあります。 

 

※１ ＤＢＯ方式とは、公共が設計及び建設、長期間の運営を事業者に一括して発注する方法です。 

※２ 京都府環境影響評価条例の適用を受け、以下の内容の手続きが必要となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 
※３ 可燃ごみ広域処理施設のＤＢＯ方式による整備及び運営を行う事業者を選定するものです。 

 

 

 

 

 

《 お問い合わせについて 》 

 可燃ごみ広域処理施設の整備に関して、ご質問等がありましたら、お気軽にお問い合わせください。 

枚方京田辺環境施設組合 

ホームページは、http://www.kyotanabe.jp/soshiki/23-1-0-0-0_1.html 

京田辺市ホームページ＞各課の窓口＞枚方京田辺環境施設組合 事務局＞お知らせ＞組合だより（第２号） 

所在地：大阪府枚方市大字尊延寺２９４９番地  枚方市東部清掃工場内 

電話番号：０７２－８９６－１５７０ 

      －第２号－ 

                平成２９年３月１５日発行 

項 目 
年 度 

配慮書⇒方法書⇒環境調査⇒準備書⇒評価書 

配 慮 書：環境の保全について配慮するべき事項について既存の資料等により検討を行うもので

す（計画段階環境配慮書という）。 

方 法 書：どのような方法で環境調査及び予測・評価を行うかを計画したものです。 

環境調査：気象や生態系等、項目によっては四季を通じた調査を行うものです。 

準 備 書：環境調査に基づき予測・評価を行った結果を示し、環境の保全に関する考え方を取り

まとめたものです。 

評 価 書：市民からの意見、都道府県知事等からの意見等について検討を行い、必要に応じて準

備書の内容を修正したものです。 


